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本仕様書は、指定管理者が行わなければならない業務の最低基準を定める。 

申請団体が、名古屋国際センターの設置目的に合致し住民にとってサービス向上につなが

る、本仕様書に定める基準以上の提案をすることは差し支えない。独自の提案については、

各事業様式のその他欄または別様式に記載すること。 

なお、現指定管理者による事業実績は別添 1 参照。 
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Ⅰ 法令等の遵守  

名古屋国際センターの管理運営業務については、以下に掲げる法令等を遵守するものとする。  

１ 地方自治法（昭和22年法律第67号）  

２ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号） 

３ 名古屋国際センター条例（昭和59 年名古屋市条例第38 号）（以下「条例」という。） 

４ 名古屋国際センター条例施行細則（昭和59年8月1日規則第92号）（以下「規則」という。） 

５ 名古屋市情報あんしん条例（平成16年名古屋市条例第41号）  

６ 名古屋市個人情報保護条例（平成17年名古屋市条例第26号）  

７ 名古屋市情報公開条例（平成12年名古屋市条例第65号）  

８ 名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成 4年名古屋市条例第46号）  

９ 名古屋市会計規則（昭和39年名古屋市規則第 5号。以下「会計規則」という。）  

10 建築基準法（昭和25年法律第201号）  

11 消防法（昭和23年法律第186号）  

12 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）  

13 労働基準法（昭和22年法律第49号）  

14 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）  

15 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号） 

16 障害を理由とする差別の解消に関する名古屋市職員対応要領（平成28年1月策定） 

17 その他関係法令  

 

Ⅱ 指定管理者が行う業務の範囲 

   指定管理者は、これまでの本市の国際化のあゆみをふまえ、都市間交流などを中心とした「外への国

際化」と多文化共生をすすめる「内なる国際化」を両軸として、地域の国際化推進のために、以下の業

務を行う。 

各事業について、幅広い利用を促進するための広報活動を行うこと。また、名古屋国際センターを拠

点として、市内の各地域で国際交流・多文化共生の推進を図ること。 

多文化共生推進に係る事業については、最新の「名古屋市多文化共生推進プラン」を参照し、その趣

旨を十分にふまえた内容とすること。 

 

１ 地域の国際化推進のための情報提供及び相談                                       

(1) 地域における情報の多言語化                                           

ア 多言語による情報の提供事業（様式5-1） 

(ｱ) 情報サービスコーナー運営業務 ※提供言語、提供日時等を提案してください。ただし、法務

省が定める一元的相談窓口の条件に合わせ、１１言語（日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナ

ム語・ネパール語・インドネシア語・フィリピノ語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語）以上

とする。なお、翻訳機等での対応も含めて可とする。 

      【提供内容】 

a 情報カウンター（情報サービスコーナー内）において、外国人対象の生活情報や行政情報等

の提供や日本人対象の留学や国際交流等に関する情報提供を行う。 

b 来館者以外からの電話等による質問に対しての情報提供を行う。 

なお、本市からの提供物として一元的相談窓口の条件に合致するタブレット（１台。遠隔オ

ンライン通訳及び機械翻訳対応）を支給する可能性がある。支給する場合、本タブレットにつ
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いては指定管理事業とは別事業として本市が業者選定し契約の上、支給する。 

     c トリオホンなどを用い、外国人からの行政の内容や手続きに関する相談時における通訳サー

ビスを行う。※3者通話の手法など、提案してください。 

 (ｲ) 名古屋国際センターウェブサイト・ソーシャルメディア等の多様な媒体を活用した情報提供 

※情報提供手段、提供言語、配信頻度及び効果測定方法について提案してください。 

      【提供内容】 

名古屋国際センターウェブサイト・ソーシャルメディア等の多様な媒体を活用し、ニーズに

応じて適時に情報提供を行う。 

 (ｳ) 行政文書翻訳  

         市が市民に通知する行政文書について、市の依頼により翻訳（ネイティブチェックを実施）を 

行う。また、市が依頼しない場合でも、情報カウンターにおける情報提供の実績を踏まえ、外国 

人向けに情報提供が必要な行政情報について翻訳する。 

       【提供言語】8言語以上（中国語、英語、フィリピノ語、ベトナム語、ポルトガル語、ハングル、

ネパール語、スペイン語） 

※翻訳量の目安…各言語 100 件程度/年 

     なお、本市からの提供物として機械による文書翻訳システムを支給する可能性がある。支給する

場合、システムについては指定管理事業とは別事業として本市が業者選定し契約の上、支給する。 

イ 外国人のための各種相談事業（様式5-2） 

    ※相談事業内容・ニーズに併せて言語数、体制（相談員の経験・資格等を含む）、開催回数を提案

すること。ただし、法務省が定める一元的相談窓口の条件に合わせ、１１言語（日本語・英語・中

国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・フィリピノ語・タイ語・ポルトガル語・

スペイン語）以上とする。なお、翻訳機等での対応も含めて可とする。 

      以下の各種相談業務を無料で実施すること。対象は原則として市内在住、在勤、在学の者とする。 

 (ｱ) 海外児童生徒教育相談               

【提供内容】  

日本人の出国時の在留地への編入学、学習・生活指導及び在留地の生活相談、日本人の帰国

時の編入学、進学、帰国後の適応教育及び外国語能力の保持・伸長などについての相談。外国

人の児童生徒に関する教育相談。また、外国人の児童生徒に関する教育相談をより実態に合わ

せて実施するため、情報共有・課題の解決等を目的とした会議等へ参加し、市と連携し、外国

人の不就学児童の国籍、人数、居住地、課題を含む実態を把握する。 

(ｲ) 外国人行政相談       

【提供内容】  

行政全般に関する問題について、専門の相談員が相談や情報提供に応じる。 

   （ｳ）行政書士による行政相談 

      【提供内容】 

      在留資格、国籍、起業などの各種手続き等について、行政書士が相談を実施。 

(ｴ) 外国人法律相談                           

【提供内容】  

日本語で対応できない外国人市民がかかえる法律問題の解決のため、専門家（弁護士）によ
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る法律相談を実施。 

(ｵ) 税理士による税務相談                          

【提供内容】  

確定申告書の書き方のほか税金に関する相談について、専門家（税理士）による税務相談を

実施。 

【開催時期】  

2月から 3月（確定申告時期） 

(ｶ) 外国人こころの相談                        

【提供内容】 

   外国人の暮らしの中で生じる不安や悩みなどについて、通訳を介さず母国語での相談を実施。 

   （ｷ）難民相談 

      【提供内容】 

       専門機関との共催により、難民および難民申請者等のための生活相談、保護措置等に関する

相談に応じる。 

      （ｸ）外国人生活相談出張サービス 

      【提供内容】 

       外国人が日常生活において困ったときに、居住する地域などのより身近な場所で相談を受け

られるよう、相談員、職員、通訳者を派遣する。 

      （ｹ）相談事業における関係機関との連携 

      各関係機関の相談窓口担当者との情報交換・意見交換を行うこと。 

          (ｺ) その他  

上記の内容を網羅する、より効果的な実施方法があれば提案してください。 

ウ 国際交流等に関する広報事業（様式5-3） 

(ｱ) 多言語によるウェブサイトでの情報発信   

IT等の進化を踏まえ、利用者が来館しなくても情報を取得できるよう本市の多言語情報のポー

タルサイトとなるウェブサイトを開設し管理運営する。 

※ウェブサイトの内容、ウェブサイトの編集方針及び更新頻度について提案してください。 

【アクセシビリティ】 

ウェブサイトの構築及び保守にあたり、最新のJIS規格に基づきウェブアクセシビリティに

配慮すること。 

        【提供言語】 

9言語以上（日本語、中国語、英語、フィリピノ語、ベトナム語、ポルトガル語、ハングル、

ネパール語、スペイン語）とやさしい日本語 

【提供内容】  

・指定管理者の名称、所在地、連絡先  

・施設の概要 

・設備の概要 

・施設の空き状況 
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・事業案内 

・外国人のニーズに合わせ、適時に生活情報を提供すること 

・名古屋市における国際交流・多文化共生に関する情報を提供すること 

・相談事業等指定管理事業において収集・分析したデータを活用し必要な情報を提供するこ

と 

・市と協議の上、１(1)ウ(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)に掲載される内容をわかりやすく提供すること 

・生活情報やイベント情報などを動画でわかりやすく配信すること 

・市から提供のあった災害情報を多言語で提供すること 

   ・公開ウェブサーバは負荷分散をするなど、災害時にも十分に対応できる構成とすること 

・スマートフォンに対応したページを作成すること 

・ＳＮＳと連携すること 

・生活情報やイベント情報をデータベース化し、キーワードによる検索を可能にすること 

・適切な頻度で更新を行うこと 

・アクセス統計を取り解析を行い、ウェブサイトを最適化し、利用者の増加につなげること 

 

(ｲ) 地域の国際化推進のための情報誌等の発行   ※実施内容を提案してください。 

地域の国際化推進のため必要な情報を情報誌等により、年 2回以上発行する。ただし、電子で

も可とする。 

また、将来の国際化社会・多文化共生社会を担う人材を育成するため、若年者向けの情報誌等 

を日本語で発行する。ただし、電子でも可とする。 

(ｳ) 外国人向け生活イベント情報の発信等  ※実施内容を提案してください。 

外国人に対して、名古屋国際センターの施設や活動等を紹介し活発な利用につなげるとともに、

生活に役立つ情報を中心として、名古屋市及び近郊でのイベント情報などを加えた内容の情報を

多言語で発信する。 

(ｴ) 名古屋生活ガイドの発行 

生活にかかる基本情報や各種手続きの窓口・相談先等を掲載した冊子「名古屋生活ガイド」の

内容の更新及び発行(印刷は区役所および本市見本分のみ)を行う。 

生活ガイドについては次のURLを参照すること。 

https://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/page/0000029846.html 

・「名古屋生活ガイド（各言語）」の内容更新およびデータ版作成 

 【対象言語】8言語以上（中国語、英語、フィリピノ語、ベトナム語、ポルトガル語、ハング

ル、ネパール語、スペイン語）とルビ付き日本語 

・「名古屋生活ガイド（各言語）」の発行（区役所窓口および本市見本分として） 

【対象言語】8言語以上（中国語、英語、フィリピノ語、ベトナム語、ポルトガル語、ハング

ル、ネパール語、スペイン語）とルビ付き日本語 

【印刷部数】隔年（2年に1度※次回印刷は、令和6年度）作成：1,000枚 
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・「名古屋生活ガイド」データに、外国人が自身の母国語でアクセスできるよう、QRコード入り 

のチラシを各言語で作成・印刷 

 【対象言語】8言語以上（中国語、英語、フィリピノ語、ベトナム語、ポルトガル語、ハング

ル、ネパール語、スペイン語）とルビ付き日本語 

【印刷枚数】隔年（2年に1度※次回印刷は、令和6年度）作成：10,000枚 

・「名古屋生活ガイド」のより詳細な情報を掲載した詳細版を作成・更新（データ版のみ） 

 【対象言語】日本語・英語 

※生活ガイド及びその詳細版については、隔年（※次回更新はR6）で、本市が記載内容の更新

箇所を確認（本市関係局分のみ）の上、指定管理者へ連絡をする。 

（ｵ）ウェルカムキットの作成・配布 

市の指示により、市の発行物を、指定管理者が作成する封筒に同封し「名古屋転入ウェルカ 

ムキット」として区役所・支所など市内関係各所へ配布する。 

 【対象言語】8言語以上（中国語、英語、フィリピノ語、ベトナム語、ポルトガル語、ハング

ル、ネパール語、スペイン語）とルビ付き日本語 

【封筒作成部数】隔年（2年に1度※次回印刷は、令和6年度）作成：10,000部 

      ※上記には「生活ガイド」QRコード入りチラシを同封すること。 

※(ｴ)及び(ｵ)の印刷枚数および封筒作成部数は、令和4年度実績のため、増減する可能性あり。 

 (ｶ) 市広報物の作成協力 

市が市民向けに作成する広報物について、資料提出や内容確認に協力すること。 

 

(2) その他地域の国際化推進のための情報提供及び相談（様式5-4）                                         

ライブラリー運営業務 

【目  的】 

図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調

査研究、レクリエーション等に資するとともに図書等を通じて地域の国際化を推進する。また、地域

の国際化を目的とした団体・個人の活動及び交流の場とする。 

    【提供内容】 

ア 図書・資料の収集・提供、配架 

日本語教材、海外紹介書籍、日本紹介書籍、辞書・事典等の書籍、姉妹友好都市の資料、国・愛知

県・名古屋市の国際化及び多文化共生に関する資料、外国語新聞・雑誌、国際化推進用映像資料を収

集し、来館者の閲覧・貸出しに供用する。 

※書籍等の市からの貸与数 

   書籍等のうち次の数は市から貸与しますので、貸与分以外の書籍等の閲覧・貸出予定数及びその調

達方法について提案してください。 

    

日本語書籍   約3,900冊 

外国語書籍   約1,200冊 

DVDソフト     約270本 

イ カウンター業務 
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貸出し、返却対応、レファレンス（問合せ）対応、返却状況の確認、未返却者への督促、館内点検

等 

ウ 地域の国際化を目的とした団体・個人の活動・交流を目的としたスペースの設置・管理・運営 

地域の国際化を推進する団体・個人が無料で自由に打合せ、情報交換、資料閲覧及び活動紹介展示

などに利用できるよう、スペースを新たに設置・管理・運営すること。当スペースの利用時間は、ラ

イブラリーの開館時間と同様とし、打合せに必要な机、椅子等を設置すること。（情報サービスコー

ナー内にも同様のスペースを設置し、一体的に管理すること。） 

※設置場所、規模、活用方法、管理方法について提案してください。机、椅子等の設置費用につい

ても収支計画に含めてください。  

    ※その他、日本人、外国人それぞれに向けたライブラリーの具体的な利用促進策について、提案し

てください。 
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２ 地域の国際化推進のための講座及び研修の実施                                    

(1) 地域社会に対する意識啓発（様式5-5）                                         

ア 多文化共生推進月間に併せた事業  

【提供内容】 多文化共生推進月間（ 8月）に併せ、市民向けの啓発イベントや啓発ポスターの

掲出等を実施。 

イ 地域の国際化セミナー 

【提供内容】 地域の国際化を目的に、市民、行政・教育機関、NPO等を対象に、そのための具

体的方策を探るセミナーを開催。 

   ウ 異文化情報発信への取り組み  

     【提供内容】 地域の国際化の重要な担い手である在住外国人を講師として登録し、学校や地域

において日本語による母国の紹介等を実施。 

   エ ヘイトスピーチ解消への取り組み  

     【提供内容】 本邦外出身者に対する不当な差別的言動（ヘイトスピーチ）の解消に向け、関係

諸機関と連携を図りながら、イベントや広報誌などで啓発を実施。 

   オ 国際理解を促す事業 

     【目  的】 日本人市民へ国際理解を促すとともに外国人との交流を促進する。 

【提供内容】 多様な外国文化を紹介し国際理解を促すような事業や外国人と日本人市民の間で

交流を深める事業を実施。 

※ア、エ、オについては、実施内容、実施頻度を提案してください。 

 

(2) その他地域の国際化推進のための講座及び研修（様式5-5）                                  

ア やさしい日本語普及啓発事業 ※実施内容、実施頻度を提案してください。  

【提供内容】  在住外国人の母語の多様化を背景に、災害時のコミュニケーション手段の確保や

日常的なコミュニケーションの促進などを図るため、市民を対象として「やさしい

日本語での情報提供」を実施するとともに、概念や理解を深める講座を実施するこ

と。 

イ 名古屋市姉妹友好都市等との周年に併せた事業 

姉妹友好都市やパートナー都市を念頭に、海外諸都市との事業を実施し、名古屋市民の国際認識

や理解を養成し、名古屋のイメージを国際レベルで高揚させるとともに、国際社会における地域ア

イデンティティの確立を図る事業を実施すること。 
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３ 地域の国際化推進に取り組む団体及び個人の活動の促進                                  

(1) 多様性を活かした都市の活性化（様式5-6）                                       

グローバル人材の育成・支援 ※実施内容、実施頻度を提案してください。  

【提供内容】 

   在住外国人も含めた若年層を対象に、セミナー等を通じて世界に広く視野を広げ多様性を尊重す

る「グローバル人材」を育成するとともに、その活動を支援する。 

 

(2) その他地域の国際化推進に取り組む団体の活動の促進（様式5-6）                    

関係機関や民間交流団体との協働により、広く市民を対象に国際理解を促進する事業を実施する。 

   ※協働する団体名、内容について提案してください。 

 

(3) その他地域の国際化推進に取り組む個人の活動の促進（様式5-6）                    

ボランティア制度の管理・運営 

ア～エのボランティアを募集・管理・運営するとともに、研修会等を通じてその育成を図ること。 

※ボランティアの募集方法、管理・運営方法、言語の種類、目標登録者数、研修の内容を提案して

ください。 

ア 語学ボランティア  

日本語でのサポートを必要とする生活場面や国際交流イベント等で通訳・翻訳を行う。 

イ 日本語学習支援ボランティア 

日本語を母語としない外国人を対象とし、基礎的な日本語を指導する。 

ウ 若者対象のボランティア 

     【目  的】 

若年層がボランティアを通じて国際交流活動等に参加し、異文化理解を深め国際感覚を養う。 

【内  容】 

イベント等に参加し、外国人への案内等を行う。 

エ ピアサポートボランティア 

     【目  的】 

外国人や外国にルーツを持つ者が同国人等へ日常生活に関するアドバイスを行うことで、ピア

サポートを実現し、ボランティアを通じた地域参画を促す。 

【内  容】 

外国人や外国にルーツを持つ者が日常生活に関するアドバイス等生活支援を行う。 
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４ その他地域の国際化を推進するため市長が必要と認める事業                               

(1) 日本語及び日本社会に関する学習支援（様式5-7）                                    

ア 日本語教室の運営 

【提供内容】  基本的な日本語の習得と生活情報の提供を目的とした外国人市民向け日本語教室

を、ボランティアの運営協力のもと実施。 

イ 子ども日本語教室 

【提供内容】  学校や生活に必要な日本語学習の機会を提供するため、日本語教室をボランティ

アの運営協力のもと実施。夏休み期間には、「夏休み子ども日本語教室」を実施。 

ウ 市内日本語教室との協働 

【提供内容】 市内で活動するボランティアによる日本語教室の活動を振興するため、年 1回市

内日本語教室の一覧を作成しウェブサイト等により広報を実施する。また、日本語

教室を通じた外国人への情報提供を実施する。 

エ 日本語ボランティア活動の促進 

【提供内容】 日本語学習支援者及び多文化共生の担い手を育成することを目的に日本語学習支

援活動に携わるボランティアに情報交換や連携の機会を提供するとともに、日本語

教室空白区において日本語教室を設置しようとする団体や個人へ情報提供や助言

を行うなどの支援を実施する。 

   オ  高校生向け日本語教室 

     【提供内容】 市内の高校に在学する外国につながる生徒の日本語指導の実施 

※ア、イ、オについては、体制（講師の経験・資格等を含む）、実施内容・回数等を提案してくださ

い。ウについては、作成内容や広報媒体などの実施内容について提案してください。エについては、

実施内容等を提案してください。 

※上記以外に、本市が文化庁補助等により「地域日本語教室」を運営する場合においても、協力を

すること。（費用・役割については都度協議する。） 

 

 (2) 教育（様式5-7）                                                  

   ア 外国人児童・生徒サポーター養成研修 

※体制（講師の経験・資格等を含む）、実施内容・回数等を提案してください。 

【提供内容】  主に外国につながる子どもの教育支援に携わる関係者（教員、日本語指導員、通

訳、ボランティアなど）が、関係機関と連携し幅広い視点で活動できるよう、専門

家の講義や情報共有等の機会を提供する。 

       イ 外国人の子どもと保護者のための進路ガイダンス 

【提供内容】  中学卒業後の進路についての情報提供と相談に対応するガイダンスを、学校等の

関係団体の協力のもとに実施する。 

  ウ 留学ガイダンス 

      【提供内容】 
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       海外留学を検討中、あるいは関心を持つ市民を対象に、留学の心構えや基礎知識、留学先の 

      教育制度、奨学金等の情報提供を行う。 

 

(3) 保健・医療・福祉（様式5-8）                                    

ア 外国人向け健康相談事業 ※実施内容・回数等を提案してください。 

【提供内容】 外国人市民が安心して暮らせるように、心身の健康について相談できる相談会な

どを実施します。 

イ 外国人高齢者・障害者等への対応  

※内容等を提案してください。 

【目  的】 外国人の高齢者・障害者・生活困窮者が、文化や言語の違いにより直面する課題

について、各相談機関等と連携をして実態把握や解決を図る。 

【提供内容】 情報共有、課題の解決等を目的とした会議への参加や高齢者等の支援機関との情

報交換を通じて外国人の高齢者・障害者・生活困窮者の国籍、人数、居住地、課題

を含む状況を把握し、関係機関を支援する。 

ウ 外国人ピアサポート事業 

【提供内容】 外国人が孤独や孤立感を感じながら精神的に不安定になることを未然に防ぐため、

仲間づくり、居場所、悩みを共有する場を提供する。 

 

 (4) 外国人市民の地域への参画促進（様式5-8）                              

ア 地域の国際化のための相談窓口の設置  

【提供内容】   

     外国人市民の地域への参画促進のため、個人・団体が名古屋市内の地域において多文化共生を

進めるにあたって抱えている問題や課題などに対し、トラブル解決や共生のために、専門的な見

地から助言を行うなどのサポートをする窓口を設置する。 

 

イ 多文化共生まちづくり事業 ※実施内容・回数など、目的達成のための手法について提案してく

ださい。 

【提供内容】   

地域の国際化のための相談窓口等で把握した地域における問題や課題などの解決に向けて、外

国人と日本人が共に多文化共生のまちづくりを考え、地域住民同士の顔の見える関係をつくる機

会としての事業等を地域の関係機関・団体や区役所等と連携して実施する。 

 

(5) 安心・安全の地域づくり（様式5-9）                                         

ア 外国人防災啓発事業 

※実施内容・回数等を提案してください。また、実施場所については、名古屋国際センターを拠

点として、名古屋市内各地域での事業展開を想定して提案してください。 

【提供内容】  外国人市民に対し防災や災害についての基本的な知識を提供する講座等を開催。 
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また、市が毎年実施する防災訓練への災害語学ボランティアと外国人市民の参加

を促進する。 

イ 災害語学ボランティア制度の管理運営 

※ボランティアの募集方法、管理・運営方法、言語の種類、目標登録者数、研修の内容を提案し

てください。 

【提供内容】  災害時において避難所等で通訳・翻訳活動を実施する災害語学ボランティアの

募集・管理・運営を実施する。平時にはボランティア研修を実施し、災害時に備

えるとともにボランティア同士のネットワーク形成を促進すること。半年に１度

ボランティア名簿を作成し、区に送付すること。また、ボランティア用及びボラ

ンティアの参集場所用にそれぞれマニュアルを作成すること。 

※その他、災害時の外国人支援を効果的に行うことができるように地域や災害ボランティア団体・外

国人支援団体など各種団体とのネットワークづくりについて提案してください。 

 

(6) その他（様式5-9）                                                  

ア 地域の国際化推進に係る調査・分析・提言 

【提供内容】  

指定管理事業を通して収集・分析した情報を基に地域の国際化推進に係る本市の課題につき調

査をし、解決策について市への提言を実施。毎年度テーマを決め、報告書としてまとめ市へ提出

すること。 

イ 名古屋国際センター認知度向上策の実施 ※実施内容、効果測定方法について提案してください。 

【目  的】 

名古屋市在住の日本人及び外国人に対し、センターの提供サービスについての認知度向上を図

る。また、センターが国際交流や国際理解の機会を提供する施設であることの認知度向上を図る。 

【提供内容】 

 ウェブサイトや情報誌など様々な広報媒体を通じてのＰＲや他団体等との連携等を行い、セン

ターの施設、サービス内容を広く周知し、認知度を向上させる。 
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５ 施設管理運営業務                                             

(1) 施設の供用等（様式5-10）                                            

ア ホール、第1会議室、第2会議室、第3会議室、第4会議室、第5会議室、第6会議室、和室、第1展示

室、第2展示室、第3展示室、第1研修室、第2研修室、第3研修室の使用申込の受付、使用許可、開施

錠及び使用後の確認、清掃等 

イ 情報サービスコーナー、資料室、ビデオライブラリー、読書室、事務室の管理運営等 

ウ 全施設内で利用可能な無料公衆無線LANを整備すること。 

エ 不慮の事故等が発生することのないよう対策を講じること。 

オ 不審者・不審物を発見した場合には、警察への通報等、適切な処置を取ること。 

(2) 附属設備の管理（様式5-10）                                      

施設の管理運営に必要な備品及び消耗品の管理を適切に行うこと。 

市は管理運営上必要な備品等を指定管理者に貸し付ける。これに伴い、指定管理者は以下の業務を行

うこと。なお、備品等の定義は、会計規則第132条各号に基づくものとする。 

ア 指定管理者は、備品の貸与を受けた後すみやかに市に預り証を提出すること。また、貸与を受けた

備品等の保守・管理・点検を適切に行い、性能の維持を図るとともに、管理簿を作成し、記録・保管

すること。 

イ 会計規則及び関連する規定に従い、備品等の出納にかかる事務を行うこと。 

ウ 備品等を利用者に貸し出すこと。また、返却後、状態の確認を行うこと。 

エ 備品等に破損、不具合が生じたとき又は亡失したときは、すみやかに市へ報告し、指示に従うこと。 

オ 新たな備品等の購入は、事前に市へ協議のうえ、市の定める指定管理料の範囲内で購入または修繕

して、年度末に精算するものとし、残額が生じたときは、市に返還すること。 

カ 市が備品等を購入する場合、指定管理者は備品等の納入が支障なく行われるよう協力すること。 

キ 備品等を廃棄する場合、当該廃棄にかかる諸経費は、原則指定管理者の負担とする。 

ク 消耗品は、不具合又は不足等の必要に応じて購入し、管理すること。なお、この費用は指定管理者

の負担とする。 

ケ 指定管理者が自ら保有する物品を持ち込み、市民の用に供する場合は、必ず事前に市と協議し、承

認を得ること。なお、当該物品を原因とする事故等については、協議の有無にかかわらず市は一切の

責任を持たない。 

(3) 利用料金の徴収等（様式5-10）  

 施設及び附属設備の使用にかかる利用料金の徴収等を適切に行うこと。 

 施設および付属設備の利用料金は、指定管理者の収入とする。利用料金を徴収した場合は、利用者   

に領収書を交付し、控を保管すること。 

ア 利用料金の承認 

(ｱ) 指定管理者は、条例及び規則に定める基準額に 0.7を乗じて得た額から 1.3を乗じて得た額まで

の範囲内で利用料金の額を定めることができる。 

(ｲ) 指定期間開始前に、指定期間中の利用料金の額、納付期限等にかかる市の承認を得ること。 
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イ 利用料金等の徴収 

(ｱ) 市の承認を得て定めた利用料金の徴収を行うこと。 

     利用者の利便性向上のため、利用料金の収受に関し、クレジットカードや電子マネー、コード決

裁によるキャッシュレス決済の導入について取り組みを提案すること。この場合の費用については

指定管理の負担とする。 

(ｲ) 条例、規則及び市の承認に基づき、利用料金の還付を行うこと。 

ウ 前受金の引継ぎ 

(ｱ) 令和 5年 4月 1日以降の使用にかかるもので、令和 5年 3月31日までに利用料として入金された

ものについては、現指定管理者から証拠書類を添えて支払われる。 

(ｲ) 指定期間終了時には、次期指定管理者に前受金の引継ぎを行うこと。 

(ｳ) 当該年度収入と前受金とを区別して管理すること。 

(ｴ) 利用者が利用料金納入にあたって混乱しないよう、現指定管理者と必要な事項について調整する

こと。 

(4) 施設の維持管理及び修繕（様式5-10）                                    

ア 施設の保守管理（ビル共益費の対象以外） 

     利用者が施設を安全かつ快適に利用できるよう、原則「建築保全業務共通仕様書」（国土交通省大

臣官房官庁営繕部監修）（以下「共通仕様書」という。）及び本市が定める「市設建築物の定期点検指

針」に基づくとともに、建築物及び建築設備等を保守管理し、常時適切な状態に保つこと。 

     保守管理の実施にあたっては、関係法令等の定めに基づく有資格者または保守に必要な資格・知識

ならびに豊富な経験を有する要員に行わせること。また、実施結果の記録を書面にして必ず残すこと。 

本市との協定により行う施設維持については、別添 2「保守業務仕様書」参照。  

(ｱ) 建築物保全業務 

       a 日常点検・保守業務 

建築物が正常な状況にあるか、現場を巡回して目視等により観察し、異常を発見した時はすみ

やかに正常化のための措置を取ること。 

b 定期保守点検業務 

建築物が正常な状態にあるかどうか目視等により確認を行うほか、測定等により建築物の状態

を確認し、建築物の良否を判定の上点検表に記録するとともに建築物の各部位を常に正常な状態

に保つこと。 

また、法令等により必要な点検業務や定期報告のための点検を実施すること。 

(ｲ) 建築設備保全業務 

a 運転・監視及び日常点検・保守業務 

       気候の変化、利用者の快適性等を考慮に入れて、各設備を適切に運転・監視すること。 

      各設備の稼働中、点検、操作及び使用の障害となるものの有無を点検し、機能の良否を判断の

上必要に応じ調整、清掃及び消耗品の取替を行うこと。 

    (ｳ) 定期点検業務 
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ホール各設備が常に正常な機能を維持するよう、定期的に点検を行うこと。点検方法は「市設

建築物の定期点検指針」及びメーカーの保守点検基準によること。また、各設備にかかる関係法

令の定めにより、必要となる法定点検を実施すること。点検後は、速やかに点検結果を市に報告

すること。 

イ 施設内外・設備について、適切な維持管理をするために必要な修繕を行うこと。 

修繕費は、市の定める金額の範囲内で指定管理者が執行し、毎年度末に精算するものとする（残

額が生じたときは、市に返還すること。）。 

なお、原形を変ずる修繕又は模様替については、市が指定管理料として指定管理者に支払わずに、

直接執行するものとする。 

ウ 異常時の対応  

     建築物、建築設備等に異常が見られた場合等においては、直ちに施設の使用に支障が無いよう、

適切な対応を行うこと。なお、修繕を行うにあたっては、以下の点に留意すること。 

    (ｱ) 市が修繕を行う場合、円滑に進むよう協力すること。また、修繕にあたって臨時休館等が必要

な場合、市との協議に応じること。 

(ｲ) 市の求めに応じ、資料等を作成し、提出すること。 

    エ ビル共用部の維持管理等について 

名古屋国際センタービルの管理会社に対して支払うビル共益費（月払い・月額6,532,482円、年

額78,389,784円（税込））により、維持管理及び修繕を行う。 

 

６ 事業計画書、事業報告書等の作成・提出                              

(1) 事業計画書                                         

次年度の事業計画書を1月末までに市に提出し、承認を受けること。 

(2) 事業報告書                                      

   ア 事業年度終了後1月以内に、事業報告書を市に提出すること。 

   イ 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

     (ｱ) 管理運営業務の実施状況 

    (ｲ) センターの使用状況 

    (ｳ) センターの管理運営経費等の収支状況 

    (ｴ) その他指定管理者による管理運営状況を把握するため市長が必要と認める事項 

(3) 月報                                           

月報（センター使用状況、事業実施報告等）を作成し、市に提出すること。 

(4) 市設建築物の定期点検結果                               

    建築基準法第12条に基づく市設建築物の定期点検結果を、点検終了後すみやかに市へ提出すること。 

(5) 書式                                               

報告内容、書式については、協定において定める。 

(6) 議会資料及び臨時の報告書等                                   

    定期的な報告書の提出のほか、市は、名古屋市会に提出するために必要な資料の作成や、臨時の報告

書等の提出を必要に応じて求めることができる。 
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(7) 提出資料の取扱い                                        

提出資料は、名古屋市情報公開条例に基づく情報公開請求の対象となるほか、市が必要と認める場合

に全部もしくは一部を公開する。そのため、資料に掲載された数値や記述に誤りが無いか、十分に確認

した上で提出すること。 

７ 利用率の向上及び事業評価の実施等                                  

(1) 利用者サービスの向上等（様式6）  

利用者サービスの向上、利用率の向上及び苦情解決のための方策を実施すること。         

(2) 管理運営状況の自己評価・点検等（様式7）  

管理運営状況の自己評価・点検及び年間を通した継続的な利用者の満足度調査等、利用者調査の実施

をすること。 

利用者満足度調査については、以下の業務を行うこと。                     

  ア 年間を通した継続的な満足度調査を実施すること。 

イ 利用者・来館者がウェブサイトから要望等を送付できるようにすること。 

ウ ア及びイの実施結果をサービス等の改善に反映させるとともに、利用者・来館者に対し、個人情報

に配慮の上、適切な方法によりその改善内容を知らせること。 

エ 調査の結果及び改善事項は市に書面で報告すること。なお、市が必要と認める場合、満足度調査結

果等の全部又は一部を公表することがある。 

(3) 市が行う事業評価への協力                                    

市が事業評価を実施する場合、必要な協力をすること。また、評価の結果、指定管理者の業務が水

準を満たしていないと判断した場合、市は、指定管理者が必要な改善措置を講ずるよう改善勧告、是

正勧告等を行うものとする。それにもかかわらず、改善がみられないと市が認めた場合、市は指定を

取り消すことがある。 

 

８ 引継ぎ業務                                                

（1） 指定期間前の引継ぎ業務                                   

  ア 指定管理者として指定されてから業務開始までの間に、現指定管理者から円滑且つ支障なく業務を

遂行するために必要な業務の引継ぎを受けること。 

   イ 原則として施設の現状を引継ぐこと。 

ウ 印刷物や写真、ウェブサイト等の著作物の引継ぎを希望する場合で、現指定管理者等から著作権の

使用許諾または譲渡を受ける必要がある場合は、現指定管理者等と交渉することを可とする。この交

渉に市は干渉しない。 

   エ 現指定管理者から人員や委託業者の引継ぎを希望する場合、現指定管理者と交渉することを可とす

る。なお、この交渉に市は干渉しない。 

   オ 現指定管理者が管理運営の必要上設けた内規を引継ぎ、継続するか否かは指定管理者の判断とする。 

  カ 引継ぎ時には、市の指示する事項について現指定管理者と引継書を取り交わすこと。引継ぎ完了後、

すみやかに引継ぎの結果を市に報告すること。 

（2） 指定期間終了にあたっての引継ぎ業務                               

ア 次期指定管理者の公募・選定にあたり、市の求めに応じ現地説明、資料の提供等、必要な協力を行

うこと。 

イ 指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑且つ支障なく業務を遂行できるよう、
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引継ぎを行うこと。なお、引継ぎに要する経費は、次期指定管理者の人員等の派遣経費を除き、原則

として指定管理者の負担とする。 

   ウ 事業の実施及び施設の管理運営に必要な書類及びデータ等を、市の指示に従い次期指定管理者に引

き渡すこと。 

エ 次期指定管理者に、引継ぎのため必要な作業場所を提供すること。 

オ 調達した消耗品の引継ぎに関して、次期指定管理者と協議すること。 

カ 次期指定管理者から印刷物や写真、ウェブサイト等の著作物の引継ぎを希望する旨の申出があった

場合、著作権の使用許諾または譲渡の要不要を含め、交渉に応じること。なお、この交渉に市は干渉

しない。 

キ 次期指定管理者から人員や委託業者の引継ぎを希望する旨の申出があった場合、交渉に応じること。

なお、この交渉に市は干渉しない。 

ク 次期指定管理者に、管理運営の必要上設けた内規を確実に引継ぐこと。 

ケ 引継ぎ時には、市の指示する事項について次期指定管理者と引継書を取り交わすこと。 

   コ 施設予約時に前払いを受けた令和10年4月1日以降の使用にかかる利用料金を次期指定管理者に引

き渡すこと。 

 

９ 緊急時対応                                           

(1) 災害への対応（様式8）                                          

ア 予防段階 

  (ｱ) 防災救援計画（大規模地震発生時等に外国人市民への支援が円滑に行えるようにするための行動

計画）、市職員同様の参集体制を明記した非常配備マニュアル及び退避施設開設・運営に係るマニ

ュアルをあらかじめ作成し、市に提出するとともに、施設職員への周知徹底、必要な研修、防災

訓練等を実施すること。 

(ｲ) 市の指示及び防災救援計画に基づき、外国人市民向け広報・啓発等を実施するなど、災害発生時

に備え必要な取り組みを行うこと。 

(ｳ) 災害発生時に迅速に情報提供ができるよう予め避難等に関する情報の定型文を用意すること。 

(ｴ) 非常配備体制や外国人震災救援センター（ 9（1）ウを参照）の設置に関して、講義、図上訓練

及び実地訓練を定期的に実施すること。また、市の実施する図上訓練等の防災訓練に合わせて、

防災訓練を実施すること。 

(ｵ) ビル管理者の求めに応じ、ビル管理者が実施する防災訓練に参加するとともに、「名古屋国際セ

ンター共同防火管理協議会」に出席すること。 

(ｶ)外国人市民及びセンター登録ボランティアへ区で行われる総合防災訓練への参加を呼びかけ、共

に参加すること。 

(ｷ) 市や関係機関との情報交換を密にし、常日頃から連絡・協力体制を構築すること。 

(ｸ) 施設内外・設備の日常点検を徹底し、危険箇所の把握を行うこと。 

（ｹ）救援活動のための道具（停電時の復旧作業に必要なもの等）を備え、備蓄（最低 3日分の参集

職員や施設利用者等の食料や水等）を行うこと。 

イ 発生又は発生する恐れがある段階 

(ｱ) 施設の供用時間内外にかかわらず、非常配備体制を確立すること。 
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【非常配備体制】 （現指定管理者の体制は別添 3のとおり） 

風水害、地震及び東海地震に関する注意情報発表時等について、市における非常配備体制と連

携した配備体制をとるものとする。非常配備体制の下、市と連携し、ウェブサイト、ソーシャル

メディア等の多様な手段によって多言語及びやさしい日本語での避難情報を迅速に提供するこ

と。また、災害語学ボランティアへの派遣要請に対する対応、災害語学ボランティアへの指示を

実施すること。 

(ｲ) 利用者の安全確保・避難誘導及び施設の保全・復旧作業を行うこと。 

(ｳ) 災害の影響を早期に除去すべく適切な処置を行い、発生する損害、損失及び増加費用を最小限に

するよう努めること。 

(ｴ) 状況把握に努め、直ちに市へ報告するほか、警察署、消防署、医療機関等の関係機関や地域団体、

災害ボランティア等とも協力して対応に当たること。 

(ｵ) 市が名古屋市地域防災計画に基づいて行う災害応急活動等に協力すること。 

  名古屋市地域防災計画はこちらのページから閲覧することができる。 

   http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-2-4-0-0-0-0-0-0-0.html 

  ウ 大規模災害発生時 

    (ｱ)災害時多言語支援センターの設置・運営 

   市の指示及び防災救援計画に基づき、災害にかかる情報の収集に努めるとともに、外国人被災者

の支援を行うため、以下の基準を満たした場合に災害時多言語支援センターを設置・運営し、他の

業務に優先して、外国人市民への情報提供等必要な業務を行うこと。 

a 設置基準 

       (a) 震度５強以上の地震が発生したとき 

(b) 東海地震にかかる注意情報・予知情報（警戒宣言）が発令されたとき 

(c) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意・巨大地震警戒）が発表されたとき  

(d) 風水害の場合は、市が第４非常配備を発令したとき 

(e) その他市が必要と認める場合 

b  必要な業務 

業務の内容は、あらかじめ市と十分に協議の上、決定するものとする。主な内容は、次に定め

るものとする。 

(a) 避難所等における外国人被災者の状況把握 

(b) 関係団体との連絡調整 

(c) 災害語学ボランティアへの指示・連絡調整 

(d) 市等からの公的情報の入手・翻訳 

(e) 外国人及び関係者からの問い合わせ・相談対応 

(f) ウェブサイト、ソーシャルメディア等多様な手段による多言語及びやさしい日本語での情報

提供 

    (ｲ) 退避施設の設置 

名古屋駅周辺地区都市再生安全確保計画に基づき、行き場のない帰宅困難来訪者を発災から24 
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時間を限度として受け入れるため、別棟ホールに退避施設を開設し、運営すること。 

名古屋駅周辺地区都市再生安全確保計画はこちらのページから閲覧することができる。 

http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-10-7-5-5-0-0-0-0-0.html 

 

(2) 事故への対応（様式8）                                        

  ア 予防段階 

(ｱ) 救急法、応急措置、医療機関・家族への連絡等、対処方法を明記した事故対応マニュアルをあら

かじめ作成し、市に提出するとともに、職員への周知徹底を図り、必要に応じて研修を行うこと（自

動体外式除細動器（AED）の操作、心肺蘇生法ができるように訓練を実施すること）。 

(ｲ) 市や関係機関との情報交換を密にし、常日頃から連絡・協力体制を構築すること。 

(ｳ) 施設内外・設備の日常点検を徹底し、危険箇所の把握を行うこと。 

(ｴ) 救急薬や緊急連絡先を施設要所に備えること。 

  イ 発生段階 

(ｱ) 利用者の安心・安全を第一に、応急措置など迅速な対応を行うこと。 

（ｲ） 必要に応じて関係機関に通報すること。 

(ｳ) 直ちに市に報告するとともに、市と協力をして原因究明にあたること。 

 

 なお、「ウ 大規模災害発生時」における業務において、通常の指定管理業務を大きく逸脱する業務を実

施する場合における費用については本指定管理料とは別に市と協議することとする。 

 

10 情報の保護及び公開                                       

以下のとおり規定を定め、指定期間開始前に市へ遅滞なく提出すること。 

(1) 情報の保護（様式9）                                        

ア 名古屋市情報あんしん条例第12条の規定に基づく情報の保護及び管理に関する規定 

イ 名古屋市個人情報保護条例第64条の規定に基づく個人情報の保護及び管理に関する規定 

(2) 情報の公開（様式9）                                         

  名古屋市情報公開条例第37条の2第1項に基づく情報公開に関する規定 

 

11 その他必要事項                                       

（1） 職員は、利用者等に施設職員と分かるように名札の着用等をすること。 

（2） 市と指定管理者は、円滑な管理運営業務のため、定期的に連絡調整会議を開催する。 

（3） 指定管理者が管理運営業務にかかる各種規程等を作成するときは、市と協議すること。 

（4） 管理運営業務上必要な届出を官公署へ提出すること。 

（5） 指定管理者は、「ビル管理規約」等に従い、施設の管理運営上必要な届出及び報告をビル管理者に

対して行うこと。 

（6） 名古屋国際センタービル区分所有者及びビル管理者で構成する「名古屋国際センタービル定期集会」

に出席すること。 
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（7）自動販売機の設置について 

自動販売機を施設内に設置する場合は、指定管理者の指定とは別に市と貸付契約を結び、貸付料を

市の定める期限までに納付すること。 



※6/1時点で公表できる最新の資料です。

別添1






























